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栃
木
県
議
会
規
則
第
１
号

 

 
 
栃
木
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

 
 

 
令
和
７
年
３
月

2
7
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
栃
木
県
議
会
議
長

 
 
池

 
 
田

 
 

 
 

 
忠

 
 

 
 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

栃
木
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和

3
7
年
栃
木
県
議
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
欠
席
の
届
出
）

第
３
条

 
議
員
は
、
公
務
、
疾
病
、
出
産
（
配
偶
者
の
出
産
を
含
む
。
）
、
育
児
、
介

護
、
看
護
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
出
席
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理

由
を
付
け
、
当
日
の
開
議
時
刻
ま
で
に
議
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
略

 

 

（
指
定
者
以
外
の
退
場
）

 

第
9
3
条

 
秘
密
会
を
開
く
と
き
は
、
議
長
は
、
傍
聴
人
及
び
議
長
の
指
定
す
る
者
以
外

の
者
を
議
場
及
び
傍
聴
席
の
外
に
退
去
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
欠
席
の
届
出
）

第
３
条

 
議
員
は
、
公
務
、
疾
病
、
出
産
（
配
偶
者
の
出
産
を
含
む
。
）
、
育
児
、
介

護
、
看
護
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
出
席
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理

由
を
付
け
、
当
日
の
開
議
時
刻
ま
で
に
議
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
 
略

 

 

（
指
定
者
以
外
の
退
場
）

 

第
9
3
条

 
秘
密
会
を
開
く
と
き
は
、
議
長
は
、
傍
聴
人
及
び
議
長
の
指
定
す
る
者
以
外

の
者
を
議
場
及
び
傍
聴
席
の
外
に
退
去
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

  

  
栃
木
県
議
会
規
則
第
２
号

 

 
 
栃
木
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

 
 

 
令
和
７
年
３
月

2
7
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
栃
木
県
議
会
議
長

 
 
池

 
 
田

 
 
 

 
 
忠

 
 

 
 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

栃
木
県
議
会
傍
聴
規
則
（
昭
和

4
5
年
栃
木
県
議
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
傍
聴
券
）

第
５
条

 
略

２
 
略

 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
傍
聴
券
交
付
用
紙
は
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織

（
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
そ

の
交
付
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
傍
聴
券
交
付
用
紙
（
別
記
様
式
第
２
号
）
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
入
」
と
あ
る
の
は
、
「
傍
聴
を
希
望
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
議

長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
申
込
み
を
」
と
す
る
。

 

４
 
略

 

（
傍
聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

 

第
９
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
傍
聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

 

(
1
)
1
銃
器
、
棒
そ
の
他
人
に
危
害
を
加
え
る
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
物

を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
2
)
1
ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た

め
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て

い
る
者

 

(
3
)
1
前
２
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴

を
妨
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
4
)
1
ラ
ジ
オ
、
拡
声
器
、
無
線
機
、
録
音
機
、
写
真
機
、
映
写
機
の
類
を
携
帯
し
て

い
る
者
（
第

1
1

（
傍
聴
券
）

第
５
条

 
略

２
 
略

 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
記
入
に
つ
い
て
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会

又
は
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
と
そ
の
交
付
の

相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
は
、
同
項
中
「
傍
聴
券
交

付
用
紙
（
別
記
様
式
第
２
号
）
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
」
と
あ
る
の
は
、
「
傍
聴

を
希
望
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
申
込
み
を
」
と
す
る
。

 

 ３
 
略

 

 

（
傍
聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

 

第
９
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
傍
聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

 

(
1
)
1
銃
器
、
棒
そ
の
他
人
に
危
害
を
加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
物

を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
2
)
1
張
り
紙
、
ビ
ラ
、
掲
示
板
、
プ
ラ
カ
ー
ド
、
旗
、
の
ぼ
り
、
垂
れ
幕
の
類
を
携

帯
し
て
い
る
者
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て

い
る
者

 

(
3
)
1
は
ち
巻
、
腕
章
、
た
す
き
、
ゼ
ッ
ケ
ン
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
類
を
着
用
し
、
又
は

携
帯
し
て
い
る
者
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
4
)
1
ラ
ジ
オ
、
拡
声
器
、
無
線
機
、
録
音
機
、
写
真
機
、
映
写
機
の
類
を
携
帯
し
て

い
る
者
（
第

1
1
条
の
規
定
に
よ
り
、
撮
影
又
は
録
音
す
る
こ
と
に
つ
き
議
長
の
許

  



（3）号外第16号栃 木 県 公 報令和７（2025）年３月27日　木曜日

  
栃
木
県
議
会
規
則
第
２
号

 

 
 
栃
木
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

 
 

 
令
和
７
年
３
月

2
7
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
栃
木
県
議
会
議
長

 
 
池

 
 
田

 
 
 

 
 
忠

 
 

 
 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

栃
木
県
議
会
傍
聴
規
則
（
昭
和

4
5
年
栃
木
県
議
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
傍
聴
券
）

第
５
条

 
略

２
 
略

 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
傍
聴
券
交
付
用
紙
は
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織

（
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
そ

の
交
付
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
傍
聴
券
交
付
用
紙
（
別
記
様
式
第
２
号
）
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
入
」
と
あ
る
の
は
、
「
傍
聴
を
希
望
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
議

長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
申
込
み
を
」
と
す
る
。

 

４
 
略

 

（
傍
聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

 

第
９
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
傍
聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

 

(
1
)
1
銃
器
、
棒
そ
の
他
人
に
危
害
を
加
え
る
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
物

を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
2
)
1
ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た

め
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て

い
る
者

 

(
3
)
1
前
２
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴

を
妨
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
4
)
1
ラ
ジ
オ
、
拡
声
器
、
無
線
機
、
録
音
機
、
写
真
機
、
映
写
機
の
類
を
携
帯
し
て

い
る
者
（
第

1
1

（
傍
聴
券
）

第
５
条

 
略

２
 
略

 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
記
入
に
つ
い
て
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会

又
は
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
と
そ
の
交
付
の

相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
は
、
同
項
中
「
傍
聴
券
交

付
用
紙
（
別
記
様
式
第
２
号
）
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
」
と
あ
る
の
は
、
「
傍
聴

を
希
望
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
申
込
み
を
」
と
す
る
。

 

 ３
 
略

 

 

（
傍
聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

 

第
９
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
傍
聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

 

(
1
)
1
銃
器
、
棒
そ
の
他
人
に
危
害
を
加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
物

を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
2
)
1
張
り
紙
、
ビ
ラ
、
掲
示
板
、
プ
ラ
カ
ー
ド
、
旗
、
の
ぼ
り
、
垂
れ
幕
の
類
を
携

帯
し
て
い
る
者
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て

い
る
者

 

(
3
)
1
は
ち
巻
、
腕
章
、
た
す
き
、
ゼ
ッ
ケ
ン
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
類
を
着
用
し
、
又
は

携
帯
し
て
い
る
者
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
4
)
1
ラ
ジ
オ
、
拡
声
器
、
無
線
機
、
録
音
機
、
写
真
機
、
映
写
機
の
類
を
携
帯
し
て

い
る
者
（
第

1
1
条
の
規
定
に
よ
り
、
撮
影
又
は
録
音
す
る
こ
と
に
つ
き
議
長
の
許

  

別
記
様
式
第
１
号
別
記
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 
 
４

 
傍
聴
席
に
あ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
(
1
)
1
静
粛
に
傍
聴
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
(
2
)
1
議
場
に
お
け
る
言
論
に
対
し
て
、
拍
手
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
然
と
可
否
を
表
明
し
、
又
は
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い
こ
と
。

 

 
 

 
(
3
)
1
携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
音
を
発
す
る
機
器
は
、
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
(
4
)
1
飲
食
し
、
又
は
喫
煙
し
な
い
こ
と
。

 

 
 

 
(
5
)
1
そ
の
他
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

 

附
 
則

 

可
を
得
た
者
を
除
く
。
）

 

(
5
)
1
笛
、
ラ
ッ
パ
、
太
鼓
そ
の
他
楽
器
の
類
を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
4
)
1
略

 

(
5
)
1
そ
の
他
会
議
を
妨
害
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
者

 

２
 
議
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
傍
聴
人
に
対
し
、
係
員
を
し
て
、
前
項
第
１

号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
規
定
す
る
物

 
を
携
帯
し
て
い
る
か
否
か
を
質
問
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

 

３
 
略

 

（
傍
聴
人
の
守
る
べ
き
事
項
）

 

第
1
0
条

 
傍
聴
人
は
、
傍
聴
席
に
あ
る
と
き
は
、
静
粛
を
旨
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)
1
静
粛
に
す
る
こ
と
。

 

(
2
)
1
議
場
に
お
け
る
言
論
に
対
し
て
、
拍
手
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
然
と
可
否
を

表
明
し
、
又
は
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い
こ
と
。

 

  (
3
)
1
携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
音
を
発
す
る
機
器
は
、
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
。

 

(
4
)
1
略

 

 

 

(
5
)
1
そ
の
他
会
議
を
妨
害
し

 
 
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
よ
う
な

行
為
を
し
な
い
こ
と
。

 

可
を
得
た
者
を
除
く
。
）

 

(
5
)
1
笛
、
ラ
ッ
パ
、
太
鼓
そ
の
他
楽
器
の
類
を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
6
)
1
略

 

(
7
)
1
そ
の
他
議
事
を
妨
害
す
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
顕
著
な
事
実
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
者

 

２
 
議
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
傍
聴
人
に
対
し
、
係
員
を
し
て
、
前
項
第
１

号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
規
定
す
る
物
品
を
携
帯
し
て
い
る
か
否
か
を
質
問
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
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（
傍
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場
に
現
在
す
る
者
に
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し
て
威
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示
さ
な
い
こ
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。

 

(
2
)
1
大
声
を
発
す
る
等
騒
ぎ
立
て
な
い
こ
と
。

 

(
3
)
1
示
威
的
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

 

(
4
)
1
議
事
の
妨
害
と
な
る
よ
う
な
携
帯
電
話
等
の
通
信
機
器
類
は
使
用
し
な
い
こ

と
。

 

(
5
)
1
略

 

(
6
)
1
み
だ
り
に
席
を
離
れ
な
い
こ
と
。

 

(
7
)
1
不
体
裁
な
行
為
又
は
他
人
の
迷
惑
と
な
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

 

(
8
)
1
そ
の
他
議
場
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
議
事
の
妨
害
と
な
る

 
 

 
 

 
よ
う
な

行
為
を
し
な
い
こ
と
。
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の
規
則
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
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